
広　告

　
納
税
者
の
皆
さ
ん
が
、
ご
自
分
の

土
地
や
家
屋
の
価
格（
評
価
額
）が
適

正
か
ど
う
か
比
較
し
判
断
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
、
土
地
及
び
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
閲
覧
期
間
を
次
の

と
お
り
設
け
て
い
ま
す
。

期
　
間
　
４
月
２
日（
月
）〜
５
月
１

　
日（
火
）

※
土
曜
日
午
後
、日
曜
・
祝
日
を
除
く

時
　
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　
時
15
分

場
　
所
　
税
務
課

縦
覧
で
き
る
方
　
町
内
に
所
在
す
る

　
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
納

　
税
者
ま
た
は
そ
の
家
族
等
代
理
権

　
を
有
す
る
方

持
参
す
る
も
の
　
　
納
税
者
本
人
か

　
確
認
す
る
た
め
の
納
税
通
知
書
・

　
課
税
明
細
書
ま
た
は
運
転
免
許
証

　
　
印
鑑

　
茨
城
町
に
あ
る
総
合
老
人
保
健
セ

ン
タ
ー「
ひ
ぬ
ま
荘
」の
土
地
・
建
物

を
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
売
却
し
ま
す
。

公
売
募
集
期
間
　
３
月
１
日（
木
）〜

　
３
月
30
日（
金
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
組
合
事
務
局
ま

　
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
厚
生
労
働
省
の
専
門
職
員
（
労
働

基
準
監
督
官
）
を
募
集
し
ま
す
。

受
験
資
格
　
　
昭
和
57
年
４
月
２
日

　
〜
平
成
３
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

　
方
　
　
平
成
３
年
４
月
２
日
以
降

　
に
生
ま
れ
た
方
で
大
学
を
す
で
に

　
卒
業
し
て
い
る
方
ま
た
は
平
成
25

　
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
方

募
集
期
間
　

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合

　
４
月
２
日（
月
）〜
12
日（
木
）

○
郵
送
・
持
参
の
場
合

　
４
月
２
日（
月
）〜
３
日（
火
）

申
込
方
法
　
原
則
と
し
て
イ
ン
タ
ー

　
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
し
込
み
と
な
り

　
ま
す
。（
申
込
み
専
用
ア
ド
レ
ス

　
　h

ttp
://w

w
w

.jin
ji-sh

ik
en

.g

　o
.jp

/ju
k
en

.h
tm

l

）

　
※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
申
し

　
込
み
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
茨

　
城
労
働
局
ま
た
は
最
寄
り
の
労
働

　
基
準
監
督
署
、
公
共
職
業
安
定
所

　
な
ど
で
受
験
申
込
書
を
入
手
し
、

　
郵
送
ま
た
は
直
接
持
参
に
よ
り
申

　
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
募
集
要
綱
は
茨
城
労
働
局
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ（h

ttp
://ib

a
ra

k
i-ro

u
d
o
u

　k
y
o
k
u
.jsite.m

h
lw

.g
o
.jp

）か
ら

　
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
城
里
町
高
校
生
会
で
は
、
と
も
に

活
動
す
る
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

高
校
生
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
興
味
が

あ
る
方
は
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
町
外
在
住
の
方
も
入
会
で
き
ま
す
。

活
動
内
容

○
ふ
れ
あ
い
の
船
事
業
（
小
学
生
が

　
船
で
北
海
道
に
行
く
宿
泊
学
習
）

　
に
引
率
と
し
て
参
加

○
そ
の
他
町
の
事
業
や
子
ど
も
会
活

　
動
に
協
力

○
会
員
相
互
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン

　
事
業
な
ど

定
例
会
　
日
時
／
毎
月
第
２
土
曜
日

　
午
後
２
時
か
ら

　
場
所
／
常
北
公
民
館

年
会
費
　
５
０
０
円

●
第
23
回
東
海
さ
く
ら
ま
つ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
東
海
村
）

期
　
間
　
４
月
１
日（
日
）か
ら

　
15
日（
日
）ま
で

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
の
時
間
　

　
日
没
〜
午
後
９
時

場
　
所
　
阿
漕
ヶ
浦
公
園

　（
国
道
２
４
５
号
沿
い
）

お

知

ら

せ

土
地
及
び
家
屋
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
に
つ
い
て

総
合
老
人
保
健
セ
ン
タ
ー「
ひ
ぬ
ま

荘
」土
地
建
物
売
却
の
お
知
ら
せ

　
募
　
　
集
　

労
働
基
準
監
督
官
を
募
集
し
ま
す

問
合
せ  

茨
城
労
働
局

　
　
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
１

問
合
せ  

税
務
課

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　  

　（
内
線
１
２
１
）

申
込
先
・
問
合
せ 

水
戸
地
方
広
域

　
市
町
村
圏
事
務
組
合

　
　
０
２
９
‐
２
９
３
‐
８
９
３
９

高
校
生
会
会
員
を
募
集
し
ま
す

お
で
か
け
く
だ
さ
い
！

申
込
先
・
問
合
せ

　
教
育
委
員
会
事
務
局

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
３
５
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問
合
せ  

東
海
村
観
光
協
会

　
　
０
２
９
‐
２
８
２
‐
１
７
１
１



広　告

～町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料～

　滞納している税金等を放置すると、延滞金が加算されたり差押えなど不利益な処分を受けることになります。事
情があり納付できない場合でも、相談がないと状況を把握することができないため、やむを得ない事情により納付
できない場合は、早めにご相談ください。

　平成23年度分の納付がお済みでない場合には、お早めに納付をお願いします。
　未納の状態が続くと、次のような措置をとることがありますのでご注意ください。

　督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付します。

　それでも納付がない場合は、地方税法に定める延滞金の加算や滞納処分に

　よる差押えを行います。

【滞納処分】所有財産の調査・把握のため、預貯金残高及び生命保険加入状

　況の調査や勤務先への給与額の照会などを行い、差押財産を決定します。

　差押えは滞納期間や滞納額の多さにかかわらず、また、滞納者の意思とは

　関係なく行います。

問合せ　町県民税、固定資産税、軽自動車税／税務課収納対策室　　029‐288‐3111（内線121、122）
　　　　国保税、後期高齢者医療保険料、介護保険料／保険課　　　029‐288‐3111（内線372）

　地方税法に定める滞納処分のほかに、次のよう

な措置をとります。 

【保険証について】前年度分の保険税（料）に滞納

　があると、『短期被保険者証』を交付します。（有

　効期間が短いため、頻繁に更新手続きが必要。）

　さらに滞納が続くと、保険証の代わりに『資格証

　明書』を発行します。（資格証明書で医療機関等

　にかかるときは一旦全額自己負担となります。）

【保険給付について】給付（療養費、高額療養費、

　葬祭費など）の全部または一部を差止めます。

　納税相談に応じない場合は、差止めた給付から

　滞納分を差引きます。

　地方税法に定める滞納処分のほかに、介護サービスを受け

る際、滞納期間に応じて給付を制限します。

【１年以上滞納した場合】一旦、介護サービス費用の全額を

　自己負担します（通常は１割負担）。後日、申請により保険

　給付９割分の払い戻しを受けることができます。

【１年６カ月以上滞納した場合】保険給付の全部または一部

　が一時支払われなくなります。また、差止められている保

　険給付を滞納している保険料にあてる場合があります。

【２年以上滞納した場合】滞納している期間に応じて、自己

　負担分を１割から３割に引き上げます。また、高額介護サ

　ービス費などの支給も差止めます。

※２年以上滞納すると介護保険料を遡って納めることができ

なくなりますのでご注意ください。
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【差押実績】

預  貯  金

給　　与

生命保険

不  動  産

合　計

151件

   4件

  82件

  48件

285件

（Ｈ21年４月～Ｈ24年１月）


